
■共有したこと①：まちなみコンセプト

■共有したこと②：将来のイメージ

■共有したこと③：今後の進め方

メンバー募集！
裏小路まちなみづくり準備会

■市では、岩槻駅周辺地区に残る旧城下町を偲ばせる地域資源等を活用し、「みちづく

り」と沿道の「まちなみづくり」を一体的に進めてまちの魅力向上を図り、人々が何

度も訪れたくなるようなにぎわいの創出を目指す「岩槻歴史街道事業」を推進してい

ます。

■岩槻歴史街道の第一次ルートである市宿通り、久保宿通り、裏小路の沿道の皆様へ平

成２６年８月にアンケートを実施し、その結果から裏小路を対象にして検討に着手し

ました。

■平成２６年度は、裏小路沿道のまちなみづくりについて皆様が話し合う「場」として、
ワークショップを５回開催し、「まちなみコンセプト」や「将来のイメージ」、「今

後の進め方」の３つを皆様と市で共有しました。

裏小路まちなみづくりワークショップのまとめ（概要）

岩槻まつり時のにぎわいのイメージ（参考）「夏」をテーマとしたイメージ

岩槻歴史街道のこれまで

裏小路のこれから

■裏小路のまちなみづくりを継続的に推進していくためには、沿道の皆様が話し合

い意見をまとめる場として、住民が主体的に設置する「（仮称）裏小路まちなみ

づくり協議会」（以下「協議会」という。）が必要です。

■協議会では、岩槻歴史街道の実現に向け、沿道のまちなみづくりのルールや市の

みちづくりなどについて沿道の皆様と市が協働で、裏小路のまちなみをどのよう

にしていくかを話し合います。

■協議会は沿道の皆様で進めていただく必要があり、市では協議会の設置を強力に

支援するため、「裏小路まちなみづくり準備会」を立ち上げ、沿道の皆様と市の

協働で協議会の設置に向けた準備を進めていきます。

申し込み方法

『歴史・文化にふれあい、四季を楽しむ裏小路』

地元組織を
つくる

話し合う「場」
をつくる

まちなみのルール
をつくる

住民と市の協働
で進める

つきましては、準備会メンバーを募集します！

皆様の積極的なご参加を、どうぞよろしくお願いいたします！

つきましては、準備会メンバーを募集します！

皆様の積極的なご参加を、どうぞよろしくお願いいたします！

申し込み期限：平成２７年７月８日（水）まで

○応募資格 裏小路沿道（本町４・６丁目）にお住いの方

等で、まちづくりに意欲のある方ならどなた

でも申し込みできます。

○応募資格 裏小路沿道（本町４・６丁目）にお住いの方

等で、まちづくりに意欲のある方ならどなた

でも申し込みできます。

○申し込み はがき、ＦＡＸ（裏面の申込書）、E-mail

等で、①氏名（ふりがな）、②電話番号、

③住所、④年齢を申し込み先まで

※ 参加していただく方には、第１回開催通知を送付します。

○申し込み はがき、ＦＡＸ（裏面の申込書）、E-mail

等で、①氏名（ふりがな）、②電話番号、

③住所、④年齢を申し込み先まで

※ 参加していただく方には、第１回開催通知を送付します。

○申し込み先
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市 都市局 まちづくり総務課 企画調整係 宛
TEL：048-829-1445 FAX：048-829-1976
E-mail：machidukuri-somu＠city.saitama.lg.jp

準備会の詳細は裏面をご覧ください



ＦＡＸ用参加申込書

裏小路まちなみづくり準備会

参
加
者

氏名(ふりがな) 年齢
電話
番号

住所

〒

参
加
者

氏名(ふりがな) 年齢
電話
番号

住所

〒

■ 参加をご希望される方の氏名（ふりがな）、電話番号、住所、年齢を記入し、
以下申し込み先まで送信してください。

※準備会以外で個人情報は使用いたしません。

～裏小路まちなみづくり準備会～

さいたま市都市局 まちづくり推進部 まちづくり総務課 企画調整係 宛

TEL：048-829-1445 担当：岩田、多々野、二連木

申し込み先

申し込み期限：平成27年7月８日（水)まで

切
り
取
り

参
加
者

氏名(ふりがな) 年齢
電話
番号

住所

〒

参
加
者

氏名(ふりがな) 年齢
電話
番号

住所

〒

ＦＡＸ番号：048-829-1976

準備会の活動内容準備会の活動内容

裏小路まちなみづくり準備会とは

協議会の名称、目的、活動内容、会員の構成や役割等を定める規
約（案）を検討します。

(１)規約（案）
の検討

協議会への参加を検討されている方に対し、参加を促すなどのPR
活動を行います。

(２)協議会参加
のPR活動

裏小路沿道の皆様を対象に、今後のまちなみづくりについて市と
協働で報告し、意見交換等を行う会を開催します。

(３)報告会
の開催

裏小路
まちなみづくり
ワークショップ

全５回

裏小路
まちなみづくり
準備会

７月～１２月
（５回程度開催予定）

報告会
（２回程度
開催予定）

(仮称)裏小路
まちなみづくり
協議会の設置

Ｑ＆Ａ

「（仮称）裏小路まちなみづくり協議会」とは？活動内容は？

（仮称）裏小路まちなみづくり協議会とは、裏小路の将来のまちなみイメージを実現するために
活動を行う組織です。協議会設立後の具体的な活動内容は、以下を想定しています。

塀や建物等の形状や色などを定める「まちなみのルール」について話し合い、ルールを作成
します。

■まちなみのルールの作成

「まちなみのルール」の普及や市との調整・協議等を行い、まちなみづくりを推進
する上で必要となる活動等を行います。

１５名程度で話し合いが出来ればと考えています。

準備会は何人ぐらいで話し合うのですか？

準備会は市が設置するものです。準備会と協力しながら会場手配や資料作成は市が行います。

会場手配や資料作成なども準備会が行うのですか？

申し訳ありませんが無償での参加になります。裏小路のまちなみづくりの実現に向けて重要な会
となりますので、ご協力の程よろしくお願いします。

準備会メンバーになると報償はありますか？

平成２６年度 平成２７年度

市のみちづくりについて、意見交換をして内容等の調整を図ります。

■みちづくりに対する意見交換

■まちなみづくりの普及・啓発等


